
か
っ
た
。

（
ま
え
が
き
）

二
0
0
四
年
六
月
一
九
日
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
「
国
際
金
融
革
命
と
法
」
は
、
カ
ナ
ダ
の
ア
ル
バ
ー
タ
大
学
法
学
部
助
教
授
ク
リ
ス
・
ス
プ
リ

サ
ー
ク
氏
を
招
き
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
金
融
課
税
に
つ
い
て
研
究
会
を
も
っ
た
。
た
だ
我
々
は
、
カ
ナ
ダ
税
法
に
つ
い
て
必
ず
し
も
予
備
知
識
を
も

た
な
い
た
め
、

ス
プ
リ
サ
ー
ク
助
教
授
に
カ
ナ
ダ
税
法
の
簡
単
な
仕
組
み
に
つ
い
て
も
同
時
に
解
説
し
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の

よ
う
な
簡
潔
か
つ
有
益
な
ペ
ー
パ
ー
を
用
意
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
カ
ナ
ダ
の
所
得
課
税
法
は
き
わ
め
て
特
異
な
構
造
を
も
つ
こ
と
が
分

一
読
し
て
こ
の
ペ
ー
パ
ー
は
、
単
な
る
解
説
で
な
く
、
学
術
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
の
で
、
立
命
館
大
学
の
宮
本
十
至
子
助

教
授
に
正
確
な
翻
訳
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。
宮
本
助
教
授
に
は
、
そ
の
労
に
感
謝
す
る
。
な
お
、
同
助
教
授
は
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
メ
ン

バ
ー
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
本
学
の
非
常
勤
講
師
も
担
当
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ス
プ
リ
サ
ー
ク
助
教
授
は
、
愛
知
学
院
大
学
で
も
講
演
さ
れ
た
。

カ
ナ
ダ
税
法
概
論

カ

ナ

ダ

税

法

概

論

〔
特
別
寄
稿
〕

（
九
三
七
）

宮

本

十

至

子

（
村
井
正
）

（訳）

ク
リ
ス
． 

(
l
)
 

ス
プ
リ
サ
ー
ク



人
生
に
は
二
つ
だ
け
確
か
な
こ
と
、

死
は
明
ら
か
に
確
か
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
課
税
な
の
だ
ろ
う
か
。
主
に
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
と
そ
の
国
の
状

況
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
政
府
が
存
立
し
、
か
つ
、
機
能
す
る
た
め
に
は
資
金
が

(

2

)

(

3

)

 

必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歳
入
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
こ
れ
ま
で
調
達
し
て
き
た
別
の
方
法
も
存
在
す
る
が
、
課
税
は
、

政
府
の
存
立
と
諸
機
能
の
資
金
調
達
の
た
め
、
所
得
を
主
要
源
泉
と
し
て
多
く
の
政
府
に
う
ま
く
用
い
ら
れ
て
き
た

(
4
)
 

け
て
い
る
）
。
第
二
に
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
効
率
的
か
非
効
率
的
か
を
問
わ
ず
、
歳
入
を
調
達
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
課
税
は
さ
ま
ざ

(
5
)
 

ま
な
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
、
道
徳
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
政
府
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
各
国
に
お
け
る
税
額
、
課
税
形
態
、
課
税
の
重
要
性
は
、
政
府
の
規
模
や
必
要
性
、
政
府
が
達
成
、
あ
る
い
は
、
促
進
す

る
こ
と
を
望
む
目
的
、
そ
の
必
要
性
や
目
的
を
満
た
す
た
め
に
政
府
が
利
用
で
き
る
税
以
外
の
財
源
に
よ
る
。
（
し
ば
し
ば
「
タ
ッ
ク

(6) 

ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
」
と
い
わ
れ
る
）
国
々
で
は
、
課
税
が
果
た
す
役
割
は
相
対
的
に
低
い
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
課
税
は
、
（
カ
ナ
ダ
政
府
が

税
制
に
よ
り
政
府
資
金
を
調
達
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
）

て
の
カ
ナ
ダ
国
民
に
衝
撃
を
与
え
、
少
な
く
と
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
本
稿
の
目
的
は
、
カ
ナ
ダ
税
制
の
主
要
な
内
容
を
ご
く
簡
単
に
紹
介

し
、
概
観
す
る
こ
と
で
あ
る
。

関
法

は

じ

め

第
五
四
巻
五
号

に

つ
ま
り
死
と
税
が
あ
る
と
カ
ナ
ダ

（
九
三
八
）

カ
ナ
ダ
税
制
の
一
般
的
、
か
つ
、
包
括
的
性
質
の
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ

（
実
際
に
は
、
お
そ
ら
く
全
世
界
）

（
今
も
用
い
ら
れ
続

で
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
。



(
8
)
 

カ
ナ
ダ
は
、
二
つ
の
政
府
レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
（
「
国
当
局
」
）
と
各
地
方
（
及
び
準
州
）
議
会
（
「
地
方
当
局
」
）
か
ら
な

(
9
)
 

る
連
邦
国
家
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
政
府
は
、
カ
ナ
ダ
憲
法
が
認
め
る
権
限
に
基
づ
き
、
住
民
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
形
態
で
課
税
（
す

(10) 

る
）
で
き
る
。
個
別
的
に
み
れ
ば
、
連
邦
政
府
の
場
合
に
は
、
憲
法
九
一
条
一
項
三
号
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
課
税
方
法
又
は
課
税
制
度
で
」

連
邦
政
府
に
資
金
を
調
達
す
る
権
限
を
認
め
る
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
政
府
レ
ベ
ル
に
授
権
さ
れ
た
課
税
権
の
う
ち
広
い
方
で
あ
り
、
連
邦

(11)

（

12) 

政
府
に
、
国
内
所
得
税
、
国
内
物
品
サ
ー
ビ
ス
税
、
種
々
の
関
税
、
消
費
税
、
他
の
雑
税
及
び
料
金
を
課
し
、
執
行
す
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
方
政
府
の
場
合
に
は
、
憲
法
九
二
条
一
項
二
号
は
、
「
直
接
課
税
」
に
よ
っ
て
、
地
方
の
歳
入
を
調
達
す
る

(13) 

権
限
の
み
を
与
え
て
お
り
、
範
囲
が
よ
り
狭
い
。
地
方
政
府
が
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
つ
の
主
要
な
税
は
、
地
方
所
得
税
と
大
部
分

(14) 

の
地
方
に
お
け
る
売
上
税
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
（
州
を
越
え
て
適
用
さ
れ
る
）
連
邦
税
と
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
地
方
所
得
税
及
び
売
上

税
は
、
域
内
で
生
活
す
る
人
々
か
、
取
引
す
る
人
々
の
い
ず
れ
か
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。
地
方
間
競
争
や
差
別
を
回
避
す
る

統
一
性
や
地
方
間
取
引
を
促
進
す
る
）

た
め
に
、
憲
法
―
ニ
―
条
は
、
「
地
方
の
栽
培
、
生
産
、
又
は
製
造
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
物
品

は
、
…
…
自
由
に
他
の
各
地
方
に
移
入
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
―
二
五
条
は
、
あ
る
（
地
方
又
は
連
邦
）
政

カ
ナ
ダ
の
税
源

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二

0
0
二
年
か
ら
二

0
0
三
年
会
計
年
度
に
お
け
る
連
邦
政
府
の
全
税
収
は
、

カ
ナ
ダ
税
法
概
論

府
が
他
の
政
府
に
課
税
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
課
税
の
根
拠

（
九
三
九
）

一
、
七
七
五
・
六
億
ド
ル
で

（
国
内
の



第
五
四
巻
五
号

（
ま
た
、
何
に
課
税
し
な
い
の
か

（
九
四
O
)

(15) 

あ
っ
た
。
こ
の
金
額
の
四
六
％
（
八
一
七
・
一
億
ド
ル
）
は
、
個
人
所
得
税
の
賦
課
徴
収
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

(16)

（

17) 

二
億
ド
ル
）
は
、
法
人
所
得
税
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
所
得
税
（
連
邦
政
府
の
全
税
収
の
六

0
•
四
％
）
に
次
い
で
、
連
邦
政
府
に
と
り

(18) 

最
も
重
要
な
税
源
は
物
品
サ
ー
ビ
ス
税
(
「
G
S
T
」
)
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
税
収
の
一
五
・
九
％
（
二
八
ニ
・
五
億
ド
ル
）
を
占
め
る
も
の

(19)

（

20) 

で
あ
っ
た
。
二

0
0
二
年
か
ら
二

0
0
三
年
に
徴
収
さ
れ
た
連
邦
政
府
の
税
収
の
残
り
ニ
―
―
―
・
七
％
は
、
雇
用
保
険
料

(1
O
・
1
 ％）、

(21)

（

22) 

そ
の
他
の
税
（
七
・
四
％
）
と
そ
の
他
の
歳
入
（
六
・
ニ
％
）
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
、
カ
ナ
ダ
政
府
が
、
政
府
の

存
立
、
機
能
及
び
目
的
の
資
金
調
達
の
た
め
に
、
所
得
税
に
い
か
に
多
く
依
存
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
以
下
の

税
制
を
構
築
す
る
う
え
で
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
税
体
系
は

を
カ
バ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
だ
れ
が
納
税
義
務
を
負
う
の
か
、
何
に
課
税
す
る
の
か

も
重
要
で
あ
る
）
、
ど
の
よ
う
に
税
額
を
計
算
す
る
の
か
、
誰
が
強
制
的
に
税
の
管
理
徴
収
を
す
る
の
か
で
あ
る
。

第
一
の
論
点
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
国
が
所
得
税
を
課
す
（
及
び
強
制
執
行
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
二
つ
の
主
な
基
準
が
あ

(23)

（

24) 

る
。
第
一
の
基
準
は
、
所
得
を
稼
得
す
る
者
に
注
目
し
、
国
は
、
そ
の
者
と
国
と
の
間
に
十
分
な
関
連
性
又
は
結
び
つ
き
が
存
在
す
る
こ

と
を
条
件
に
、
そ
の
者
に
所
得
税
を
課
す
法
的
管
轄
を
有
す
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
第
二
の
基
準
は
、
（
所
得
を
稼
ぐ
／
生
ず
る
者
よ

り
む
し
ろ
）
所
得
自
体
に
注
目
し
、
当
該
所
得
稼
得
行
為
が
そ
の
国
に
関
連
す
る
か
、
又
は
、
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
当
該

国
は
そ
の
所
得
に
課
税
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
若
干
の
国
は
所
得
税
制
を
構
築
す
る
基
本
原
則
と
し
て
、
前
者
の
基

カ
ナ
ダ
連
邦
所
得
税
制
の
概
観

概
観
で
は
、
こ
れ
に
焦
点
を
あ
て
よ
う
。

関
法

四

（
ご
く
最
低
限
）
次
の
点

―
ニ
・
五
％
（
ニ
ニ
ニ
・



五

準
又
は
後
者
の
基
準
を
用
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
両
基
準
が
法
に
採
用
さ
れ
、
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
個
別
的
に
み
れ
ば
、
二
条

(25) 

は
、
カ
ナ
ダ
の
居
住
者
は
所
得
を
稼
い
だ
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
所
得
に
対
し
て
カ
ナ
ダ
で
課
税
さ
れ
る
と
定
め
る
。
非
居
住
者
の
場

(26) 

合
は
、
カ
ナ
ダ
で
稼
得
し
た
三
種
類
の
所
得
に
対
し
て
、
つ
ま
り
、
カ
ナ
ダ
で
雇
用
さ
れ
た
個
人
が
稼
得
し
た
所
得
、
カ
ナ
ダ
で
事
業
に

従
事
す
る
こ
と
で
稼
得
し
た
所
得
と
「
課
税
対
象
と
な
る
カ
ナ
ダ
所
在
の
財
産
」
の
売
却
か
ら
生
じ
た
所
得
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
の
所
得

税
を
課
税
す
る
と
定
め
る
。
要
約
す
る
と
、
カ
ナ
ダ
の
課
税
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
居
住
者
の
場
合
は
、

カ
ナ
ダ
は
稼
得
し
た
／
発
生
し
た
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
（
つ
ま
り
、
所
得
源
泉
に
関
係
な
く
）
、
そ
の
者
の
所
得
に
つ
い
て
所
得
税
を
課

税
す
る
。
カ
ナ
ダ
の
非
居
住
者
の
場
合
は
、
カ
ナ
ダ
は
そ
の
者
の
カ
ナ
ダ
源
泉
所
得
に
所
得
税
を
課
税
す
る
。

第
二
の
論
点
に
つ
い
て
、
法
が
複
雑
か
つ
包
括
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
で
課
税
さ
れ
る
「
所
得
」
と
は
何
か
に
つ
い
て

の
完
全
な
定
義
が
な
い
こ
と
は
驚
く
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い

得
を
5
つ
の
異
な
る
源
泉
／
種
類
に
分
類
し
、
各
種
所
得
の
計
算
ル
ー
ル
を
定
め
る
。
給
与
所
得
（
第
一
の
所
得
類
型
）

の
場
合
は
、
法

(27) 

は
当
該
年
度
に
納
税
者
が
受
け
取
っ
た
給
与
、
賃
金
及
び
（
チ
ッ
プ
を
含
む
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
報
酬
を
含
む
だ
け
で
な
く
、
少
し

(28) 

で
も
雇
用
関
係
に
関
連
し
、
又
は
、
関
係
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
便
益
の
価
値
と
し
て
、
給
与
所
得
を
極
め
て
広
く
定
義
す
る
。
事
業

(29) 

所
得
及
び
資
産
所
得
（
第
二
、
第
三
の
所
得
類
型
）
の
場
合
は
、
法
は
税
法
上
、
何
が
事
業
所
得
及
び
財
産
所
得
に
該
当
す
る
か
を
確
定

(30)

（

31) 

す
る
た
め
の
出
発
点
と
し
て
、
税
制
以
外
の
「
商
慣
行
」
及
び
「
取
引
慣
行
」
に
多
く
を
依
拠
す
る
。
次
に
、
法
は
一
定
金
額
を
加
算
し
、

(32) 

そ
の
他
の
金
額
を
減
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
に
計
算
さ
れ
た
「
利
益
」
の
数
字
を
修
正
す
る
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
や
ロ
ス
が
実

(33) 

現
し
た
（
第
四
の
所
得
類
型
）
場
合
に
は
、
法
は
当
該
計
算
に
算
入
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
な
い
も
の
を
限
定
す
る
。
最
後
の
第
五
の
類
型

(34) 

で
あ
る
「
そ
の
他
所
得
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
一
定
の
項
目
に
対
す
る
課
税
上
の
取
扱
い
を
示
し
た
多
く
の
規
定
を
含
む
。
こ
の
「
そ
の
他

カ
ナ
ダ
税
法
概
論

（
又
は
驚
く
に
値
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
）
。
そ
の
か
わ
り
に
、
法
は
所

（
九
四
一
）



と
ん
ど
は
、

第
五
四
巻
五
号

所
得
」
の
類
型
に
含
ま
れ
る
規
定
上
、
所
得
の
定
義
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
。

ら
五
つ
の
所
得
類
型
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は
、
そ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
の
税
法
上
非
課
税
と
な
る
。

(35) 

法
上
の
所
得
か
ら
個
別
的
に
除
外
す
る
一
定
の
法
規
定
も
あ
る
。

カ
ナ
ダ
税
法
上
、
「
所
得
」
と
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
を
特
定
す
る
こ
と

は
、
あ
る
者
の
カ
ナ
ダ
の
納
税
義
務
の
確
定
上
、
ど
の
よ
う
な
費
用
、
所
得
控
除
、
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
か
も
規
定
す
る
。
実
務
上

は
、
そ
う
し
た
金
額
の
適
格
性
と
当
該
金
額
の
計
算
の
両
方
が
、
極
め
て
難
し
い
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
法
の
複
雑
さ
の
ほ

関
法

（
最
終
的
な
）
段
階
は
、
当
該
所
得
に
か
か
る
納

一
定
の
種
類
の
費
用
と
納
税
者
に
認
め
ら
れ
る
特
則
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

認
識
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
源
泉
か
ら
所
得
が
計
算
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
次
の

税
義
務
者
の
納
税
義
務
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
場
合
、

一
定

一
般
的
に
は
、
こ
れ
は
納
税
義
務
者
が
独
身
者
か
、
既
婚
者
か
、
家

族
と
同
居
す
る
か
又
は
判
例
法
上
認
め
ら
れ
た
関
係
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
ご
と
の
基
準
に
よ
る
。
換
言
す
る
と
、
概
し
て
、

(36) 

各
個
人
は
そ
の
納
税
義
務
の
計
算
上
、
別
個
の
独
立
し
た
納
税
義
務
者
と
み
な
さ
れ
る
。
納
税
義
務
者
は
、
（
す
べ
て
認
め
ら
れ
る
所
得

控
除
を
し
た
後
に
）
所
得
が
決
ま
れ
ば
、
次
に
当
該
納
税
義
務
者
は
そ
れ
に
相
当
す
る
納
税
義
務
を
計
算
す
る
。
個
人
に
つ
い
て
は
、
法

は
累
進
税
率
を
課
す
る
。
単
純
に
述
べ
る
と
、
個
人
が
よ
り
多
く
の
所
得
を
稼
得
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
追
加
的
な
金
額
は
、
そ
の

(37) 

前
の
金
額
よ
り
高
税
率
で
課
税
さ
れ
る
。

法
人
の
場
合
は
、
納
税
義
務
の
計
算
は
多
少
個
人
の
そ
れ
と
異
な
る
。
例
え
ば
、
個
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
源
泉
の
所
得
を
す
べ
て
合
算
し
、

（
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ
る
限
界
税
の
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
で
は
）
同
じ
税
率
を
適
用
す
る
の
に
対
し
て
、
法
人
は
異
な
る
所
得
類
型
に
対
し
て

(38) 

異
な
る
所
得
税
率
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
共
同
所
有
又
は
相
互
に
「
関
連
性
」
を
有
す
る
法
人
に
つ
い
て
は
、

（
又
は
確
定
す
る
体
系
を
創
出
す
る
こ
と
）
に
加
え
て
、
法

六

一
定
の
金
額
又
は
収
入
を
税

一
定
の
収
入
又
は
富
の
増
加
が
、
法
に
規
定
す
る
こ
れ

（
九
四
二
）



申
告
書
を
最
初
に
審
査
し
、
支
払
う
べ
き
税
額
の
査
定
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
監
査
を
行
う
義
務
が
あ
る
。
納
税
義
務
者
が
査
定
に
異
議

を
唱
え
る
場
合
に
は
、
歳
入
庁
内
の
審
壺
部
局
が
第
一
段
階
の
申
立
て
／
審
査
を
行
う
。
最
終
的
に
、
歳
入
庁
は
法
の
有
権
解
釈
並
び
に

適
用
指
針
を
準
備
し
、
発
行
す
る
。
第
三
（
最
後
）
に
、
カ
ナ
ダ
の
租
税
裁
判
所
に
税
法
上
の
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
、
政
府
を
代
表
す

(41) 

る
の
は
司
法
省
で
あ
る
。

世
界
中
の
多
く
の

（
必
ず
し
も
す
べ
て
で
は
な
い
が
）
先
進
諸
国
と
同
様
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
多
く
の
理
由
か
ら
課
税
（
特
に
所
得
課

税
）
に
大
い
に
依
存
す
る
。
最
初
の
法
が
所
得
戦
時
税
法
と
し
て
一
九
一
七
年
に
制
定
さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
費
を
調
達
す
る

(42) 

「
臨
時
税
」
で
あ
る
一

0
頁
の
文
書
で
あ
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
カ
ナ
ダ
の
所
得
税
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
今
日
で
は
、
法
は
二
、

0
0
0
頁
を
は
る
か
に
越
え
、
適
正
に
機
能
す
る
た
め
に
多
く
の
弁
護
士
、
会
計
士
、
政
府
の
役
人
た
ち
の
専
門
家
を
求
め
て
い
る
こ
と

カ
ナ
ダ
税
法
概
論

む

す

び

歳
入
庁
は
、
法
の
管
理
及
び

歳
入
庁
に
権
限
を
委
任
す
る
。

七

の
帰
属
、
所
得
及
び
控
除
は
相
互
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
単
純
に
述
べ
る
と
、
若
干
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
は
、
別

個
の
独
立
し
た
課
税
主
体
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
―
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
み
な
さ
れ
、
取
り
扱
わ
れ
る
。

カ
ナ
ダ
の
所
得
税
制
の
重
要
性
と
意
義
を
前
提
と
す
れ
ば
、
法
の
立
法
、
管
理
及
び
執
行
を
所
轄
す
る
い
く
つ
か
の
政
府
省
庁
が
存
在

す
る
と
し
て
も
驚
く
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
カ
ナ
ダ
の
租
税
政
策
を
発
展
さ
せ
、
法
の
改
正
案
を
通
じ
て
実
施
す
る
任
務
を
負

(39)

（

40) 

う
大
蔵
省
が
あ
る
。
第
二
に
、
法
の
執
行
上
の
任
務
を
負
う
内
国
歳
入
省
が
あ
る
。
そ
の
義
務
の
履
行
上
、
内
国
歳
入
大
臣
は
カ
ナ
ダ
の

（
自
力
）
執
行
を
行
う
重
要
な
機
関
で
あ
る
。
歳
入
庁
は
、
納
税
義
務
者
が
準
備
し
た
す
べ
て
の
所
得
税

（
九
四
三
）



は
明
ら
か
で
あ
る
。
所
得
税
は
カ
ナ
ダ
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
将
来
も
そ
の
よ
う
に
持
続
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
所
得
税
は
、
連
邦
政

府
及
び
地
方
政
府
が
課
税
す
る
他
の
税
と
と
も
に
、
我
が
国
の
機
能
上
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

Chris S
p
r
y
s
a
k
は
、
現
在
、
カ
ナ
ダ
の
ア
ル
バ
ー
タ
大
学
法
学
部
助
教
授
で
あ
る
と
同
時
に
公
認
会
計
士
、
租
税
弁
護
士
で
も
あ
る
。

F. 
B
a
r
r
y
 G
o
r
m
a
n
,
 C
a
n
a
d
i
a
n
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
a
t
i
o
n
:
 Policy a
n
d
 Practice, 2
n
d
 
ed. 
(
T
o
r
o
n
t
o
:
 
Carswell, 2
0
0
1
)
 at 2
.
 

例
え
ば
、
紙
幣
の
印
刷
、
資
本
の
借
入
、
政
府
資
産
（
つ
ま
り
、
天
然
資
源
）
の
売
却
及
び
／
又
は
商
業
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
。

the A
n
n
u
a
l
 Financial R
e
p
o
r
t
 o
f
 the G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 o
f
 C
a
n
a
d
a
 Fiscal 
Y
e
a
r
 2
0
0
2
 ,2
0
0
^
3
に
よ
る
と
、
カ
ナ
ダ
の
二

0
0
二
年
か
ら

二
0
0
三
年
会
計
年
度
に
お
け
る
全
税
収
は
一
、
七
七
五
・
六
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。
同
会
計
年
度
に
お
け
る
財
政
支
出
は
（
予
算
の
う
ち
年
約
七
〇

億
ド
ル
の
余
剰
を
残
し
て
）
一
、
七

0
五
・
九
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
計
画
費
用
に
む
け
ら
れ
た
ご
く
一
般
的
な
一
、
三
三
三
・
ニ
億
ド
ル
と

公
債
費
に
使
わ
れ
る
残
り
三
七
ニ
・
七
億
ド
ル
か
ら
な
る
。

(
5
)
 
G
o
r
m
a
n
,
 s
u
p
r
a
 note 2
 
at 2
ふ
．
若
干
の
よ
り
広
い
対
象
が
含
ま
れ
る
。
富
の
再
分
配
、
市
場
の
非
効
率
性
と
非
中
立
性
の
是
正
及
び
公
共

財
（
例
え
ば
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
、
つ
ま
り
、
道
路
や
橋
、
保
健
及
び
教
育
）
の
提
供
。
よ
り
重
点
的
な
対
象
が
含
ま
れ
る
。
ア
ル

コ
ー
ル
や
タ
バ
コ
の
消
費
の
抑
制
及
び
集
合
住
居
の
建
設
や
カ
ナ
ダ
人
に
よ
る
美
術
や
映
画
の
促
進
。

(
6
)

一
般
的
に
は
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
、

O
E
C
D
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 Fiscal Affairs, 
H
a
r
m
f
u
l
 T
a
x
 C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
-
A
n
 E
m
e
r
g
i
n
g
 G
l
o
b
a
l
 

Issue (
1
9
9
8
)
・
 

(
7
)
 
P. 
W. H
o
g
g
,
 Constitutional L
a
w
 o
f
 C
a
n
a
食
3
r
d

ed. (
T
o
r
o
n
t
o
:
 
Carswell, 1
9
9
2
)
 
at 9
8
.
 

(
8
)

同
上
。

(
9
)

以
下
の
こ
と
に
留
意
せ
よ
。
地
方
立
法
機
関
に
加
え
て
、
地
方
政
府
か
ら
（
制
限
的
課
税
権
を
含
む
）
一
定
の
権
限
を
委
任
さ
れ
た
「
市
町

村
」
政
府
も
あ
る
。
最
も
典
型
的
に
は
、
こ
れ
ら
地
方
政
府
は
域
内
に
あ
る
財
産
の
所
有
者
に
財
産
税
を
課
税
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
存
立
と

機
能
の
遂
行
の
た
め
の
資
金
を
調
達
す
る
。

(10) 

Constitution Act, 1
8
6
7
 
(U• 

K.), 3
0
 &
 3
1
 Viet., 
c. 
3
,
 
reprinted in 
R. S. C. 1
9
8
5
,
 
A
p
p
.
 II, 
N
o
.
 5
 

(
以
下
、
ょ
＾
Constitution"
と
引

用）．

(
1
1
)
I
n
c
o
m
e
T
g
 Act, 
R. S. 
C. 1
9
8
5
,
 
c. 
1
 (
5
t
h
 
Supp.) 
(
以
下
、
こ
＾
A
c
t
"
と
引
用
）
．
断
り
が
な
い
限
り
、

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

関
法

第
五
四
巻
五
号

一
切
の
引
用
は
当
該
法
で
あ
る
。

J¥ 

（
九
四
四
）



カ
ナ
ダ
税
法
概
論

九

(12) 
P
a
r
t
 I
X
 0
 f
 th
e
 E
x
c
i
s
e
 T
a
x
 Act, S. 
C. 1
9
9
0
,
 
c. 
4
5
 (as a
m
e
n
d
e
d
)
 
(
以
下
、
＾
べ
G
S
T
"
と
引
用
）
．

(
1
3
)
「
直
接
税
」
と
い
う
文
言
は
、

J
o
h
n
Stuart 
Mill
に
よ
り
「
そ
れ
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
意
図
さ
れ
る
又
は
望
ま
れ
る
、
ま
さ
に
そ
の
者

か
ら
要
求
さ
れ
る
も
の
」
と
最
初
に
定
義
づ
け
ら
れ
た
。
ミ
ル
は
、
「
直
接
税
」
対
「
間
接
税
」
の
概
念
を
対
比
し
た
。
「
一
人
の
者
か
ら
要
求
さ

れ
る
が
、
他
の
者
の
費
用
負
担
で
埋
め
合
わ
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
意
図
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
定
義
し
た
「
間
接
税
」
と
「
直
接
税
」
の
概
念

を
比
べ
た
。
さ
ら
な
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。

J
o
h
n
Stuart 
Mill, Principles o
f
 Political E
c
o
n
o
m
y
,
 B
o
o
k
 V
 

(
O
x
f
o
r
d
 :
 Ox
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
 1
8
4
9
)
 at C
h
a
p
t
e
r
 III. 

(
1
4
)
現
在
、
居
住
者
に
対
し
て
、
売
上
税
を
課
税
し
な
い
唯
一
の
地
方
は
、
ア
ル
バ
ー
タ
で
あ
る
。

(15) 
A
n
n
u
a
l
 Financial R
e
p
o
r
t
 of the G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 of C
a
n
a
d
a
 Fiscal Y
e
a
r
 2
0
0
2
-
2
0
0
3
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 4
.
 

(16)

同
上
。

(
1
7
)
同
上
。
こ
の
総
数
に
は
、
個
人
と
法
人
以
外
の
課
税
主
体
（
つ
ま
り
、
信
託
）
に
よ
る
所
得
税
収
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
せ
よ
。

(
1
8
)
同
上
。

(19)

同
上
。

(20)

明
ら
か
に
カ
ナ
ダ
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
個
人
は
、
雇
用
保
険
法
に
よ
り
連
邦
政
府
に
給
与
収
入
の
一
定
割
合
（
最
高
額
三
九
、

0
0

0
ド
ル
を
限
度
）
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
。

S.
C. 1
9
9
6
,
 C
.
 
2
3
.
 

こ
の
保
険
料
は
職
（
及
び
、
給
与
所
得
）
を
失
う
個
人
に
対
す
る
一
時
的
補
完

的
救
済
を
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。

(
2
1
)
関
税
（
三
二
、
二
億
ド
ル
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
（
四
九
、
九
億
ド
ル
）
、
航
空
旅
行
者
保
障
料
金
（
四
、
二
億
ド
ル
）
と
そ
の
他
の
消
費
税
（
四
四
‘

八
億
ド
ル
）
が
こ
の
類
型
に
含
ま
れ
る
。

(22)

こ
の
類
型
に
は
、
連
邦
政
府
が
所
有
運
営
す
る
法
人
（
こ
れ
ら
の
課
税
主
体
は
、
「
王
室
会
社
」
と
通
常
い
わ
れ
る
こ
と
に
留
意
。
）
か
ら
の
歳

入
（
三
四
、
八
億
ド
ル
）
、
外
国
為
替
歳
入
（
三
三
、
八
億
ド
ル
）
及
び
そ
の
他
の
歳
入
（
四
二
、
六
億
ド
ル
）
が
含
ま
れ
る
。

(23)

ご
く
一
般
的
に
は
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。

the
O
E
C
D
 M
o
d
e
l
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 C
a
p
i
t
a
l
 

(24) 

s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
 2
4
8
 (
1

)

で
は
、
「
立
臼
」
と
は
、
個
人
、
法
人
及
び
信
託
を
い
う
。
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
場
合
に
は
、
法
は
若
干
の
目
的
上
、
そ

の
存
在
を
認
め
る
が
、
一
般
的
に
は
、
独
立
の
主
体
と
し
て
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
無
視
し
、
あ
た
か
も
直
接
パ
ー
ト
ナ
ー
が
所
得
を
稼
得
し

た
か
の
よ
う
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
に
課
税
さ
れ
る
。
以
下
の
こ
と
に
留
意
せ
よ
。
法
は
、
個
別
的
に
認
識
し
た
結
果
、
一
定
の
者
が
カ
ナ
ダ
で
所
得

（
九
四
五
）



税
を
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
る
。
当
該
者
の
例
に
は
次
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
政
府
団
体
、
慈
善
団
体
、

有
す
る
個
人
／
グ
ル
ー
プ
（
例
え
ば
、
終
身
貧
困
の
誓
い
を
た
て
た
修
道
士
）
。

(25)

あ
る
者
が
あ
る
国
の
居
住
者
で
あ
る
か
ど
う
か
の
決
定
は
、
状
況
如
何
に
よ
っ
て
は
困
難
な
こ
と
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
決
定

を
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
法
令
上
の
ル
ー
ル
と
判
例
法
の
両
者
が
あ
る
。
本
概
論
の
目
的
上
、
個
人
は
、
通
常
居
住
す
る
場
合
は
、
カ
ナ
ダ
の

居
住
者
に
な
る
。
法
人
の
場
合
は
、
カ
ナ
ダ
で
設
立
さ
れ
た
場
合
は
カ
ナ
ダ
の
居
住
者
に
な
る
。

(26)

こ
の
一
般
課
税
規
定
に
加
え
て
、
カ
ナ
ダ
で
生
じ
、
か
つ
、
非
居
住
者
が
稼
得
又
は
受
領
し
た
一
定
の
受
動
的
所
得
類
型
（
つ
ま
り
、
賃
貸
料
、

使
用
料
、
利
子
、
配
当
等
）
に
つ
い
て
カ
ナ
ダ
税
を
課
す
る
法
の
別
の
規
定
が
存
在
す
る
。
さ
ら
な
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は

s
e
c
,
 

tion 2
1
2

を
参
照
せ
よ
。

S
e
c
t
i
o
n
 5
.
 

(27) 

(28) 
P
a
r
a
g
r
a
p
h
 6
 (
1

)

 

(a). 

(29)

法
人
の
場
合
に
は
、

s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
1
2
5
 (
7

)

は
、
事
業
所
得
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
つ
ま
り
、
（
個
人
の
給
与
所
得
に
類
似
す
る
）
人
的
役

務
に
よ
る
事
業
所
得
、
（
個
人
の
資
産
所
得
に
類
似
す
る
）
特
定
投
資
事
業
所
得
及
び
包
括
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
積
極
的
事
業
所
得
に
分
け

る。

(37) 

(30) 
S
e
c
t
i
o
n
 9
.
 

(31)

例
え
ば
、

s
e
c
t
i
o
n
s
1
2
 a
n
d
 2
0

を
参
照
。

(32)

例
え
ば
、

s
e
c
t
i
o
n
s
1
8
 a
n
d
 6
7

を
参
照
。

(33)

一
般
的
に
は
、

s
e
c
t
i
o
n
s
3
8
 to 5
5

を
参
照
。
現
行
法
に
よ
る
と
、
実
現
し
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
五

0
％
だ
け
が
、
当
該
法
に
よ
り
認

識
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
せ
よ
。
残
り
五

0
％
は
納
税
者
に
と
っ
て
非
課
税
で
あ
る
。

(34)

一
般
的
に
は
、

s
e
c
t
i
o
n
s
5
6
 to 5
9
.
 1

を
宏
品
照
。

(35)

一
般
的
に
は
、

s
e
c
t
i
o
n
8
1

を
参
照
。

(36)

既
婚
者
及
び
判
例
法
上
の
夫
婦
は
、
二
人
の
個
人
よ
り
む
し
ろ
―
つ
の
単
位
と
し
て
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
ル
ー
ル
の
例
外
が
あ
る
こ

と
に
留
意
せ
よ
。

二
0
0
三
年
で
は
、
四
つ
の
連
邦
所
得
税
の
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
が
あ
る
。
所
得
は
各
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
ご
と
で
カ
バ
ー
さ
れ
、
そ
の
所
得
に
相
当
す
る
税

関
法
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非
営
利
組
織
及
び
一
定
の
地
位
を

1
 

0
 
(
九
四
六
）



カ
ナ
ダ
税
法
概
論

率
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

0
ド
ル
か
ら
三
二
、
一
八
三
ド
ル
の
所
得
は
一
六
％
の
連
邦
税
率
、
三
二
、
一
八
四
ド
ル
か
ら
六
四
、
三
六
八
ド
ル
の
所

得
は
二
二
％
の
連
邦
税
率
、
六
四
、
三
六
九
ド
ル
か
ら
一

0
四
、
六
四
八
ド
ル
の
所
得
は
二
六
％
の
連
邦
税
率
‘

1
0
四
、
六
四
八
ド
ル
超
の
所
得

は
二
九
％
の
税
率
で
あ
る
。
税
率
の
累
進
性
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。

J.
B
a
n
k
m
a
n
 &
 T.
 Griffith, 
Social 

W
e
苓
re
a
n
d
 the R
a
t
e
 Structure: A
 N. 音
L
o
o
k
at Progress
さ
e
T
g
a
t
i
o
n
(
1
9
8
7
)
7
5
 C
a
l
 L. 
R
e
v
.
 1905. 
連
邦
税
に
加
え
て
個
人
は
、

地
方
税
率
で
も
課
税
さ
れ
る
。
ア
ル
バ
ー
タ
で
は
、
地
方
は
（
累
進
税
率
に
対
し
て
）
一

0
％
の
比
例
税
率
で
所
得
税
を
課
す
る
。
よ
り
単
純
に

述
べ
る
と
、
ア
ル
バ
ー
タ
の
人
々
に
は
、
高
額
所
得
を
稼
ぐ
に
つ
れ
て
増
え
る
地
方
税
を
課
税
さ
れ
る
よ
り
も
よ
り
む
し
ろ
、
当
該
年
度
の
所
得

の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
地
方
税
率
、
す
な
わ
ち
一

0
％
が
適
用
さ
れ
る
。
カ
ナ
ダ
に
居
住
す
る
個
人
の
合
計
税
率
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、

納
税
義
務
者
は
連
邦
税
率
と
地
方
税
率
を
合
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ル
バ
ー
タ
で
は
、
最
高
合
算
所
得
税
率
は
三
九
％
で
あ
る
。
こ
れ
は

カ
ナ
ダ
の
合
算
税
率
で
は
最
低
で
あ
る
。

(38) 
S
e
c
t
i
o
n
 1
2
5
は
、
二

0
0
三
年
会
計
年
度
に
お
け
る
カ
ナ
ダ
の
被
支
配
閉
鎖
会
社
が
稼
得
し
た
「
積
極
的
事
業
所
得
」
の
う
ち
ニ
ニ
五
、

0
0

0
ド
ル
ま
で
の
額
に
対
し
て
払
っ
た
連
邦
税
に
つ
い
て
一
六
％
軽
課
措
置
を
定
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
積
極
的
事
業
所
得
」
を
構
成
し
な
い

当
該
法
人
の
稼
得
所
得
は
、
こ
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
高
い
税
率
で
所
得
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
稼
得
さ
れ
た
非
積
極
的
事
業
所
得
の

類
型
及
び
そ
の
所
得
を
稼
得
す
る
法
人
の
類
型
如
何
に
よ
り
、
当
該
法
人
税
の
一
定
割
合
が
株
主
に
対
す
る
配
当
支
払
時
に
還
付
さ
れ
る
。
法
人

が
稼
得
し
た
所
得
類
型
及
び
法
人
類
型
に
基
づ
い
た
制
定
法
上
の
こ
れ
ら
の
区
分
に
よ
り
、
連
邦
法
人
所
得
税
率
は
一
七
・
ニ
四
％
か
ら
四
八
•
四

-
％
ま
で
に
及
ぶ
。

(39)

一
般
的
に
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。

P
.
H
o
g
g
 et al, 
Principles o
f
 C
a
n
a
d
i
a
n
 I
n
c
o
m
e
 T. 8
L
g
 
3
r
d
 
ed. 
(
T
o
r
o
n
t
o
 :
 Carswell, 

1
9
9
9
)
 at 
10. 
~
 帝
吊
‘
仁
古
取
征
恥
一
痒
戊
は
（
耳
四
帝
吊
―
一
月
）
、
十
八
蔵
十
ハ
E
工
は
部
則
年
の
財
政
結
果
と
今
年
度
の
法
又
は
政
府
歳
出
／
計
画
（
あ
る
い
は

両
方
）
の
い
ず
れ
か
の
改
正
概
要
を
示
し
た
財
政
予
算
（
「
予
算
」
）
を
提
示
す
る
。
予
算
に
示
さ
れ
た
す
べ
て
の
情
報
は
、
大
蔵
省
が
準
備

す
る
。

(
4
0
)一
般
的
に
は
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
V
•
Krishna, F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
 o
f
 C
a
n
a
d
i
a
n
 I
n
c
o
m
e
 T
a
x
,
 
(Jh ed., 
(
T
o
r
o
n
t
o
:
 
Carswell, 2
0
0
0
)
 

at 22-25. 

(41)

同
上

at
25-27. 
以
下
の
こ
と
に
留
意
せ
よ
。
カ
ナ
ダ
の
租
税
裁
判
所
は
、
特
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
租
税
事
件
を
審
理
す
る
た
め
に
設
け
ら

れ
た
特
別
裁
判
所
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
租
税
裁
判
所
の
控
訴
は
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
で
行
わ
れ
、
こ
の
裁
判
所
か
ら
の
上
告
は
、
カ
ナ
ダ
の
上
告

（
九
四
七
）



関
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審
で
あ
る
カ
ナ
ダ
の
最
高
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
。

(42)

カ
ナ
ダ
税
制
史
の
要
約
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。

G
o
r
m
a
n
,
supra note 2
 
at 1
6
-
2
3
.
 

（
九
四
八
）


